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川崎市青少年の家条例等の一部を改正する条例（案） 

（川崎市青少年の家条例の一部改正） 

第１条 川崎市青少年の家条例（昭和６３年川崎市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

  別表の１施設利用料（１）宿泊利用料の表中「小学校（」の次に「義務教

育学校の前期課程及び」を、「中学校（」の次に「義務教育学校の後期課程

、」を加える。 

（川崎市少年自然の家条例の一部改正） 

第２条 川崎市少年自然の家条例（昭和５２年川崎市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条第５号中「小学校（」の次に「義務教育学校の前期課程及び」を、

「中学校（」の次に「義務教育学校の後期課程、」を加える。 

（川崎市青少年科学館条例の一部改正） 

第３条 川崎市青少年科学館条例（昭和４６年川崎市条例第２４号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第１の１普通観覧料（１）一般投影の観覧料の表備考第２項中「中学

校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

（川崎市立日本民家園条例の一部改正） 

第４条 川崎市立日本民家園条例（昭和４２年川崎市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第１の１普通入園料の表備考第２項中「中学校」の次に「、義務教育

学校」を加える。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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制 定 要 旨 

 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備を行うた

め、この条例を制定するものである。 

 



 

川
崎

市
青
少

年
の
家

条
例
の
一

部
を

改
正

す
る
条

例
新
旧
対

照
表

（
学

校
教
育
法

等
の
一

部
を

改
正

す
る
法

律
の
施
行

に
伴

う
関

係
条
例

の
整
備
に

関
す

る
条

例
関
連

）
 

 

 
改

正
後
 

改
正

前
 

○
川

崎
市
青

少
年
の

家
条
例
 

○
川

崎
市
青

少
年
の

家
条
例
 

昭
和

6
3
年
３

月
2
9日

条
例
第
2
2
号

昭
和

63
年
３

月
2
9日

条
例
第
2
2
号

(
略

) 
(
略

) 

別
表

（
第

10
条

関
係

）
 

別
表

（
第

10
条

関
係

）
 

１
 

施
設
利

用
料
 

１
 

施
設
利

用
料
 

(
１

)
 
宿
泊

利
用
料
 

(
１

)
 

宿
泊

利
用
料
 

区
分
 

単
位
 

金
額
 

 
 

区
分
 

単
位
 

金
額
 

 

 
小

学
校
（

義
務

教
育
学

校
の

前
期

課
程

及
び

特
別

支
援

学
校

の
小
学

部
を
含

む
。

）

に
在

学
す

る
者

及
び

学
齢

に
達

し
な
い

者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

30
0
円

 
小

学
校
（

特
別

支
援
学

校
の

小
学

部
を
含

む
。
）
に

在
学

す
る

者
及

び
学

齢
に

達
し

な
い

者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

3
0
0
円

 

中
学

校
（

義
務

教
育
学

校
の

後
期

課
程

、
中

等
教
育

学
校

の
前

期
課

程
及

び
特

別
支

援
学

校
の

中
学

部
を

含

む
。

）
に
在

学
す
る

者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

40
0
円

 
中

学
校
（

中
等

教
育
学

校
の

前
期

課
程

及
び

特
別

支
援

学
校

の
中
学

部
を
含

む
。

）

に
在

学
す
る

者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

4
0
0
円

 

高
等

学
校
（
中

等
教
育

学
校

の
後

期
課

程
及

び
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

含

む
。

）
に
在

学
す
る

者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

80
0
円

 
高

等
学

校
（
中

等
教
育

学
校

の
後

期
課

程
及

び
特

別
支

援
学

校
の

高
等

部
を

含

む
。

）
に
在

学
す
る

者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

8
0
0
円

 

そ
の

他
の
者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

1
,
5
0
0
円

 
そ

の
他

の
者
 

１
人

１
泊
に

つ
き
 

1
,
5
0
0
円

 

備
考

 
５
歳

未
満
の

者
は
、
無

料
と

す
る

。
 

備
考

 
５
歳

未
満
の

者
は
、
無

料
と

す
る

。
 

(
２

)
 
日
帰

り
利
用

料
 

(
２

)
 

日
帰

り
利
用

料
 

種
別
 

金
額
 

 
 

種
別
 

金
額
 

 

 
午

前
 

午
後
 

夜
間
 

全
日
 

 
 

午
前
 

午
後
 

夜
間
 

全
日
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改

正
後
 

改
正

前
 

 
９

時
～

1
2時

 １
時

3
0
分
～
 

４
時

3
0
分
 
６

時
～

９
時
 ９

時
～

９
時
 

 
 

９
時

～
1
2時

 １
時

3
0
分
～
 

４
時

3
0
分
 
６

時
～
９
時
 ９

時
～

９
時
 

 

 
プ

レ
ー

ホ
ー

ル
 

5
,
0
0
0
円

5
,
0
0
0
円
 

5
,
0
0
0
円

1
5
,
0
0
0円

 
プ

レ
ー

ホ
ー

ル
 

5
,
0
0
0
円

5
,
0
0
0
円
 

5
,0
0
0
円

1
5
,
0
0
0
円

 

研
修

室
１
 

1
,
1
0
0
円

1
,
1
0
0
円
 

1
,
1
0
0
円

3
,
3
0
0円

 
研

修
室

１
 

1
,
1
0
0
円

1
,
1
0
0
円
 

1
,1
0
0
円

3
,
3
0
0
円

 

研
修

室
２
 

1
,
1
0
0
円

1
,
1
0
0
円
 

1
,
1
0
0
円

3
,
3
0
0円

 
研

修
室

２
 

1
,
1
0
0
円

1
,
1
0
0
円
 

1
,1
0
0
円

3
,
3
0
0
円

 

特
別

研
修
室
 

2
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円
 

2
,
0
0
0
円

6
,
0
0
0円

 
特

別
研

修
室
 

2
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円
 

2
,0
0
0
円

6
,
0
0
0
円

 

談
話

室
 

1
,
5
0
0
円

1
,
5
0
0
円
 

1
,
5
0
0
円

4
,
5
0
0円

 
談

話
室
 

1
,
5
0
0
円

1
,
5
0
0
円
 

1
,5
0
0
円

4
,
5
0
0
円

 

音
楽

室
 

4
,
0
0
0
円

4
,
0
0
0
円
 

4
,
0
0
0
円

1
2
,
0
0
0円

 
音

楽
室
 

4
,
0
0
0
円

4
,
0
0
0
円
 

4
,0
0
0
円

1
2
,
0
0
0
円

 

創
作

活
動
室
 

2
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円
 

2
,
0
0
0
円

6
,
0
0
0円

 
創

作
活

動
室
 

2
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円
 

2
,0
0
0
円

6
,
0
0
0
円

 

備
考

 
施

設
を

利
用

す
る

団
体

の
事

務
所

の
所

在
地

（
事

務
所

を
設

置
し

て
い
な

い
団

体
に

あ
っ

て
は

、
引

率
責

任
者

の
住

所
）

が
川

崎
市

以
外

の
地

域
に

あ
る
場

合
の

施
設

利
用
料

の
額
は

、
規
定
利

用
料

の
５

割
増
相

当
額
と
す

る
。
 

備
考

 
施

設
を

利
用

す
る

団
体

の
事

務
所

の
所

在
地

（
事

務
所

を
設

置
し

て
い

な
い

団

体
に

あ
っ

て
は

、
引

率
責

任
者

の
住

所
）

が
川

崎
市

以
外
の

地
域

に
あ

る
場

合
の

施
設

利
用
料

の
額
は

、
規
定
利

用
料

の
５

割
増
相

当
額
と
す

る
。
 

(
略

) 
(
略

) 
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川
崎

市
少
年

自
然
の

家
条
例
の

一
部

を
改

正
す
る

条
例
新
旧

対
照

表
（

学
校
教
育

法
等
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律
の
施

行
に

伴
う

関
係
条

例
の
整
備

に
関

す
る

条
例
関

連
）
 

 

 
改

正
後
 

改
正

前
 

○
川

崎
市
少

年
自
然

の
家
条
例

 
○

川
崎

市
少

年
自
然

の
家
条
例

 

昭
和

5
2
年
３

月
3
1日

条
例
第
1
6
号

昭
和

52
年
３

月
3
1日

条
例
第
1
6
号

(
略

) 
(
略

) 

（
事

業
）
 

（
事

業
）
 

第
３

条
 

少
年

自
然

の
家

は
、

第
１

条
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
、

次
の

各
号

に
掲
げ

る

事
業

を
行
う

。
 

第
３

条
 

少
年

自
然

の
家

は
、

第
１

条
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
業

を
行
う

。
 

(
１

)
 
団
体

宿
泊
訓

練
に
関
す

る
こ

と
。
 

(
１

)
 

団
体

宿
泊
訓

練
に
関
す

る
こ

と
。
 

(
２

)
 
野
外

観
察
、

自
然
探
究

そ
の

他
自

然
に
親

し
む
学
習

指
導

に
関

す
る
こ
と

。
 

(
２

)
 

野
外

観
察
、

自
然
探
究

そ
の

他
自

然
に
親

し
む
学
習
指

導
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
３

)
 
野
外

活
動
、

体
育
及
び

レ
ク

リ
エ

ー
シ
ョ

ン
に
関
す

る
こ

と
。
 

(
３

)
 

野
外

活
動
、

体
育
及
び

レ
ク

リ
エ

ー
シ
ョ

ン
に
関
す
る

こ
と
。
 

(
４

)
 
市
内

の
少
年

団
体
の
指

導
及

び
育

成
に
関

す
る
こ
と

。
 

(
４

)
 

市
内

の
少
年

団
体
の
指

導
及

び
育

成
に
関

す
る
こ
と
。
 

(
５

)
 
市

内
の

小
学

校
（

義
務

教
育

学
校

の
前

期
課

程
及

び
特

別
支

援
学

校
の
小

学
部

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

中
学

校
（

義
務

教
育

学
校

の
後

期
課

程
、

中
等
教

育

学
校

の
前

期
課

程
及

び
特

別
支

援
学

校
の

中
学

部
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
そ
の

他

の
教

育
機
関

と
連
絡

し
、
協
力

す
る

こ
と

。
 

(
５

)
 

市
内

の
小

学
校

（
特

別
支

援
学

校
の

小
学

部
を

含
む
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

中

学
校

（
中

等
教

育
学

校
の

前
期

課
程

及
び

特
別

支
援

学
校
の

中
学

部
を

含
む

。
以

下

同
じ

。
）
そ

の
他
の

教
育
機
関

と
連

絡
し

、
協
力

す
る
こ
と

。
 

(
６

)
 
そ

の
他

少
年

自
然

の
家

の
設

置
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

事
業
に

関
す

る
こ

と
。
 

(
６

)
 

そ
の

他
少

年
自

然
の

家
の

設
置

目
的

を
達

成
す

る
た
め

に
必

要
な

事
業

に
関

す

る
こ

と
。
 

(
略

) 
(
略

) 

別
表

（
第

13
条

関
係

）
 

別
表

（
第

13
条

関
係

）
 

 
区

分
 

単
位
 

金
額
 

 
 

区
分
 

単
位
 

金
額
 

 

 
小

学
校
に

在
学

す
る

者
及

び
学

齢

に
達

し
な
い

者
 

１
人

１
泊

に
つ

き
 

3
00
円

 
小

学
校

に
在

学
す

る
者

及
び

学
齢

に
達

し
な
い

者
 

１
人

１
泊

に
つ

き
 

3
0
0
円

 

中
学

校
に
在

学
す
る

者
 

１
人

１
泊

に
つ

き
 

4
00
円

 
中

学
校

に
在

学
す
る

者
 

１
人

１
泊

に
つ

き
 

4
0
0
円

 

高
等

学
校

（
中

等
教

育
学

校
の

後

期
課

程
及

び
特

別
支

援
学

校
の

高

等
部

を
含
む

。
）
に

在
学
す
る

者
 １

人
１

泊
に

つ

き
 

8
00
円

 
高

等
学

校
（

中
等

教
育

学
校

の
後

期
課

程
及

び
特

別
支

援
学

校
の

高

等
部

を
含
む

。
）
に

在
学
す
る

者
 １

人
１

泊
に

つ

き
 

8
0
0
円

 

5



 

 

 
改

正
後
 

改
正

前
 

そ
の

他
の
者
 

１
人

１
泊

に
つ

き
 

1
,
5
0
0
円

 
そ

の
他

の
者
 

１
人

１
泊

に
つ

き
 

1
,
5
0
0
円

 

備
考

 
５
歳

未
満
の

者
は
、
無

料
と

す
る

。
 

備
考

 
５
歳

未
満
の

者
は
、
無

料
と

す
る

。
 

 

6



 

 

川
崎

市
青
少

年
科
学

館
条
例
の

一
部

を
改

正
す
る

条
例
新
旧

対
照

表
（

学
校
教
育

法
等
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律
の
施

行
に

伴
う

関
係
条

例
の
整
備

に
関

す
る

条
例
関

連
）
 

 

 
改

正
後
 

改
正

前
 

○
川

崎
市
青

少
年
科

学
館
条
例

 
○

川
崎

市
青

少
年
科

学
館
条
例

 

昭
和

4
6
年
３

月
2
3日

条
例
第
2
4
号

昭
和

46
年
３

月
2
3日

条
例
第
2
4
号

（
略

）
 

（
略

）
 

別
表

第
１
（
第

９
条

関
係
）
 

別
表

第
１
（

第
９
条

関
係
）
 

１
 

普
通
観

覧
料
 

１
 

普
通
観

覧
料
 

(
１

)
 
一
般

投
影
の

観
覧
料
 

(
１

)
 

一
般

投
影
の

観
覧
料
 

区
分
 

個
人
 

団
体
 

 
 

区
分
 

個
人
 

団
体
 

 

 
高

校
生
・
大

学
生
及

び
6
5歳

以
上

の

者
 

2
0
0
円
 
１

人
に

つ
き

 
1
6
0

円

 
高

校
生
・
大

学
生
及

び
6
5歳

以
上

の

者
 

2
0
0
円

１
人

に
つ
き

 
1
6
0

円

 

一
般
 

4
0
0
円
 
１

人
に

つ
き

 
3
2
0

円

 
一

般
 

4
0
0
円

１
人

に
つ
き

 
3
2
0

円

 

備
考
 

備
考
 

１
 

団
体
と

は
、

20
人

以
上
を

い
う

。
 

１
 

団
体
と

は
、

20
人

以
上
を

い
う

。
 

２
 

学
齢
に

達
し
な

い
者
及
び

学
校

教
育

法
（
昭

和
2
2年

法
律

第
2
6号

。
以
下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

１
条

に
規

定
す

る
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、
中

等
教

育
学

校
の

前
期

課
程

、
特

別
支

援
学

校
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
教

育
施
設

に
在

学
す

る
者
は

、
無
料

と
す
る
。

 

２
 

学
齢
に

達
し
な

い
者
及
び

学
校

教
育

法
（
昭

和
2
2年

法
律

第
2
6号

。
以
下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

１
条

に
規

定
す

る
小

学
校

、
中

学
校

、
中
等

教
育

学
校

の
前

期
課

程
、

特
別

支
援

学
校

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

教
育

施
設
に

在
学

す
る

者
は

、
無

料
と

す
る
。
 

３
 

高
校

生
・

大
学

生
と

は
、

法
第

１
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
、

中
等

教
育
学

校

の
後

期
課
程

、
大
学

及
び
高
等

専
門

学
校

、
法
第

1
2
4
条
に

規
定

す
る

専
修
学

校
、

法
第

1
3
4
条

に
規

定
す

る
各

種
学

校
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
教

育
施

設
に

在
学

す
る

者
を
い

う
。
 

３
 

高
校

生
・

大
学

生
と

は
、

法
第

１
条

に
規

定
す

る
高
等

学
校

、
中

等
教

育
学

校

の
後

期
課
程

、
大
学

及
び
高
等

専
門

学
校

、
法
第

1
2
4
条
に

規
定

す
る

専
修
学

校
、

法
第

1
3
4
条

に
規

定
す

る
各

種
学

校
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
教

育
施

設
に

在
学

す
る

者
を
い

う
。
 

４
 

一
般
と

は
、
前

２
項
に
規

定
す

る
者

及
び

65
歳

以
上
の

者
以

外
の

者
を
い
う

。
 

４
 

一
般
と

は
、
前

２
項
に
規

定
す

る
者

及
び

65
歳

以
上
の

者
以

外
の

者
を
い

う
。
 

(
２

)
 
特
別

投
影
の

観
覧
料
 

(
２

)
 

特
別

投
影
の

観
覧
料
 

１
人

に
つ
き

2
,
0
0
0円

の
範
囲

内
で

委
員

会
が
そ

の
都
度
定

め
る

。
 

１
人

に
つ
き

2
,
0
0
0円

の
範
囲

内
で

委
員

会
が
そ

の
都
度
定

め
る

。
 

２
 

共
通
利

用
券
 

２
 

共
通
利

用
券
 

 
種

別
 

金
額
 

 
 

種
別
 

金
額
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改

正
後
 

改
正

前
 

 
1
0
0
円
券

1
2枚

つ
づ
り
 

1
,
0
00
円

 
1
0
0
円

券
1
2枚

つ
づ
り
 

1
,
0
0
0
円

 

1
0
0
円

券
2
5枚

つ
づ
り
 

2
,
0
0
0
円

 
1
0
0
円

券
2
5枚

つ
づ
り
 

2
,
0
0
0
円

 

備
考

 
共

通
利

用
券

は
、

次
に

掲
げ

る
施

設
の

観
覧

等
に

利
用

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

た
だ

し
、

当
該

各
施

設
へ

の
団

体
（

2
0
人

以
上

を
い

う
。

）
の

観
覧

等
に
つ

い
て

は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。
 

備
考

 
共

通
利

用
券

は
、

次
に

掲
げ

る
施

設
の

観
覧

等
に

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

た
だ

し
、

当
該

各
施

設
へ

の
団

体
（

2
0
人

以
上

を
い

う
。
）

の
観

覧
等

に
つ

い
て

は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。
 

(
１

)
 
科
学

館
の
プ

ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム

の
一

般
投
影

又
は
特
別

投
影

の
観

覧
 

(
１

)
 

科
学

館
の
プ

ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム

の
一

般
投
影

又
は
特
別
投

影
の
観

覧
 

(
２

)
 
川

崎
市

市
民

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

条
例

（
昭

和
6
2
年

川
崎

市
条

例
第

4
5
号

）
に

規

定
す

る
川

崎
市

市
民

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

に
お

い
て

川
崎

市
市

民
ミ

ュ
ー

ジ
ア
ム

が
行

う
企

画
展
の

展
示
会

場
へ
の
入

場
 

(
２

)
 

川
崎

市
市

民
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
条

例
（

昭
和

6
2
年

川
崎

市
条

例
第

4
5
号

）
に

規

定
す

る
川

崎
市

市
民

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

に
お

い
て

川
崎

市
市
民

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

が
行

う
企

画
展
の

展
示
会

場
へ
の
入

場
 

(
３

)
 
川

崎
市

岡
本

太
郎

美
術

館
条

例
（

平
成

1
1
年

川
崎

市
条

例
第

2
5
号

）
に
規

定

す
る

川
崎
市

岡
本
太

郎
美
術
館

の
常

設
展

又
は
企

画
展
の
展

示
会

場
へ

の
入
場
 

(
３

)
 

川
崎

市
岡

本
太

郎
美

術
館

条
例

（
平

成
1
1
年

川
崎
市

条
例

第
2
5
号

）
に

規
定

す
る

川
崎
市

岡
本
太

郎
美
術
館

の
常

設
展

又
は
企

画
展
の
展

示
会

場
へ

の
入
場
 

(
４

)
 
川

崎
市

立
日

本
民

家
園

条
例

（
昭

和
4
2
年

川
崎

市
条

例
第

1
9
号

）
に

規
定

す

る
川

崎
市
立

日
本
民

家
園
へ
の

入
園
 

(
４

)
 

川
崎

市
立

日
本

民
家

園
条

例
（

昭
和

4
2
年

川
崎

市
条

例
第

1
9
号

）
に

規
定

す

る
川

崎
市
立

日
本
民

家
園
へ
の

入
園
 

３
 

特
別
入

場
券
 

３
 

特
別
入

場
券
 

委
員

会
は

、
7
,
0
0
0円

の
範
囲
内

で
定

期
券

そ
の
他

の
特
別
入

場
券

を
発

行
す
る

こ

と
が

で
き
る

。
 

委
員

会
は

、
7
,
0
0
0円

の
範
囲
内

で
定

期
券

そ
の
他

の
特
別
入

場
券

を
発

行
す
る

こ

と
が

で
き
る

。
 

（
略

）
 

（
略

）
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川
崎

市
立
日

本
民
家

園
条
例
の

一
部

を
改

正
す
る

条
例
新
旧

対
照

表
（

学
校
教
育

法
等
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律
の
施

行
に

伴
う

関
係
条

例
の
整
備

に
関

す
る

条
例
関

連
）
 

 

 
改

正
後
 

改
正

前
 

○
川

崎
市
立

日
本
民

家
園
条
例

 
○

川
崎

市
立

日
本
民

家
園
条
例

 

昭
和

4
2
年
３

月
2
3日

条
例
第
1
9
号

昭
和

42
年
３

月
2
3日

条
例
第
1
9
号

（
略

）
 

（
略

）
 

別
表

第
１
（
第

1
0条

関
係
）
 

別
表

第
１
（

第
1
0条

関
係
）
 

１
 

普
通
入

園
料
 

１
 

普
通
入

園
料
 

 
区

分
 

個
人
 

団
体
 

 
 

区
分
 

個
人
 

団
体
 

 

 
高

校
生

・
大

学
生

及

び
6
5
歳
以
上

の
者
 

3
0
0
円

１
人

に
つ
き

 
24
0円

 
高

校
生

・
大

学
生

及

び
6
5
歳

以
上

の
者
 

3
0
0
円

１
人

に
つ
き

 
2
4
0円

 

一
般
 

5
0
0
円

１
人

に
つ
き

 
4
0
0円

 
一

般
 

5
0
0
円

１
人

に
つ
き

 
4
0
0円

 

備
考
 

備
考
 

１
 

団
体
と

は
、

20
人

以
上
を

い
う

。
 

１
 

団
体
と

は
、

20
人

以
上
を

い
う

。
 

２
 

学
齢
に

達
し
な

い
者
及
び

学
校

教
育

法
（
昭

和
2
2年

法
律

第
2
6号

。
以
下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

１
条

に
規

定
す

る
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、
中

等
教

育
学

校
の

前
期

課
程

、
特

別
支

援
学

校
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
教

育
施
設

に
在

学
す

る
者
は

、
無
料

と
す
る
。

 

２
 

学
齢
に

達
し
な

い
者
及
び

学
校

教
育

法
（
昭

和
2
2年

法
律

第
2
6号

。
以
下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

１
条

に
規

定
す

る
小

学
校

、
中

学
校

、
中
等

教
育

学
校

の
前

期
課

程
、

特
別

支
援

学
校

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

教
育

施
設
に

在
学

す
る

者
は

、
無

料
と

す
る
。
 

３
 

高
校

生
・

大
学

生
と

は
、

法
第

１
条

に
規

定
す

る
高

等
学

校
、

中
等

教
育
学

校

の
後

期
課
程

、
大
学

及
び
高
等

専
門

学
校

、
法
第

1
2
4
条
に

規
定

す
る

専
修
学

校
、

法
第

1
3
4
条

に
規

定
す

る
各

種
学

校
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
教

育
施

設
に

在
学

す
る

者
を
い

う
。
 

３
 

高
校

生
・

大
学

生
と

は
、

法
第

１
条

に
規

定
す

る
高
等

学
校

、
中

等
教

育
学

校

の
後

期
課
程

、
大
学

及
び
高
等

専
門

学
校

、
法
第

1
2
4
条
に

規
定

す
る

専
修
学

校
、

法
第

1
3
4
条

に
規

定
す

る
各

種
学

校
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
教

育
施

設
に

在
学

す
る

者
を
い

う
。
 

４
 

一
般
と

は
、
前

２
項
に
規

定
す

る
者

及
び

65
歳

以
上
の

者
以

外
の

者
を
い
う

。
 

４
 

一
般
と

は
、
前

２
項
に
規

定
す

る
者

及
び

65
歳

以
上
の

者
以

外
の

者
を
い

う
。
 

（
略

）
 

（
略

）
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